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○は本件の主務課です

指名停止措置について

　関東地方整備局は、ニッタン株式会社（所在地　東京都渋谷
区）に対して、指名停止措置を行いました。
　詳細は別紙のとおりです。
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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び住所

指 名 停 止 措 置 業 者

ニッタン株式会社

２．指名停止措置期間

３．指名停止措置対象区域：関東地方整備局管内

４．事実概要

５．指名停止措置理由

＜指名停止措置要領別表第２第１５号＞

期 間

当該認定をした日から
1 ヵ月以上9 ヵ月以内

住 所

東京都渋谷区笹塚１－５４－５

令和３年８月３０日から令和３年９月２９日まで（１ヵ月）

　当該業者の使用人は、当該業者が一次下請として施工中である関東地方整備局発注の「警視
庁警察学校（１９）電気設備改修工事」において、令和３年３月２２日に工事で発生した電線
等有価材を施設管理者である警視庁に引き渡した後、令和３年６月１４日に、既に警視庁に引
き渡した電線を保管場所から盗んだとして、窃盗の疑いで令和３年６月２３日までに警視庁に
逮捕された。

　有資格業者である当該業者の使用人が、窃盗の疑いで逮捕されたことは、「工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領」（昭和59年3月29日付け建設省厚第91号）及び「地方整備局（港
湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年3月31日付け港管
第927号）別表第２第１５号（不正又は不誠実な行為）に該当する。

措 置 要 件

（不正又は不誠実な行為）
15　別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不
誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認め
られるとき。


